
多子世帯で市民税所得割課税額５７,７００円未満の世帯の減免

※提出書類は特にございません。保育料算定時に自動算定いたします。

対象者 ・保護者の市民税所得割額の合算が５７,７００円未満の世帯

・保育所、小規模保育事業所等を利用している児童に兄・姉（年齢制

限なし。ただし生計を一にしている者に限る）がいる

減免後の保育料

第２子（兄・姉を含め） 第３子（兄・姉を含め）

第３階層 市民税所得割額が

非課税（均等割の

み）の世帯

保育料 ０円

保育料 ０円

第４階層 市民税所得割額が

４８,６００円未

満の世帯
月額保育料の半額

第５階層 市民税所得割額が

５７,７００円未

満の世帯


